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総合科学技術会議 評価専門調査会 

「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称） 

に係るシステム開発」 

第２回評価検討会 

議事録 

 

日 時：平成２３年１１月１０日（木）１７：２９～１９：５２ 

場 所：中央合同庁舎４号館 共用第２特別会議室（４階） 

 

出席者：上杉座長、奥村議員、上野委員、高橋委員、岩田委員、佐竹委員、 

    田村委員、橋本委員 

オブザーバー：前田室長（気象研究所地震火山研究部） 

事務局：吉川審議官、宮地参事官、川本参事官 

説明者：寺田文部科学省研究開発局地震・防災研究課長 

    迫田文部科学省研究開発局地震・防災研究課課長補佐 

    岡部文部科学省研究開発局地震・防災研究課地震調査官 

 

議 事：１．開会 

    ２．評価検討会の調査・検討の進め方について 

    ３．文部科学省からの追加説明と質疑応答 

    ４．討議 

    ５．閉会 

 

（配布資料） 

  資料１   「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発」評価検討会 文部科学省に追加説

明を求める事項及び追加の提出を求める資料 

  資料２   「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発」評価検討会（第２回）資料 

  資料３   「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発」の事前評価に係る論点（案） 

   

  参考資料１－１ 「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報

（仮称）に係るシステム開発」評価検討会（第１回）資料 

  参考資料１－２ 「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報

（仮称）に係るシステム開発」の地震調査研究推進本部にお
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ける評価について 

  参考資料２   過去に行った国家的に重要な研究開発の事前評価結果の

例（抜粋） 

 

（机上資料） 

  国の研究開発評価に関する大綱的指針   （平成２０年１０月３１日） 

  科学技術基本計画        （平成２３年８月１９日 閣議決定） 

  平成２４年度科学技術重要施策アクションプラン 

  （平成２３年７月２１日 科学技術政策担当大臣 総合科学技術会議有識

者議員） 

  平成２４年度科学技術重要施策アクションプランの対象施策について 

  （平成２３年１０月５日 科学技術政策担当大臣 総合科学技術会議有識

者議員） 

 

議事概要： 

 

【座長】ちょうど時間になりました 

 ただいまから、総合科学技術会議評価専門調査会「日本海溝海底地震津波観

測網の整備及び緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発」評価検討会、第２

回を開催いたします。 

 それでは、本日の配付資料の確認に続き、これまでの検討の経過及び本検討

会の進め方について、事務局からご説明いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

【事務局】まず、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の

議事次第に配付資料を載せております。本日の資料としましては資料１から３

です。それと、参考資料としまして１－１、１－２、それと前回もお配りさせ

ていただいておりますが参考２ということです。 

 これまでの議論の経過ということで簡単に御説明をさせていただきますと、

先日第１回の検討会におきまして、先生方のほうから文部科学省より事業概要

をヒアリングしていただいて、いろいろな中身を確認していただきました。そ

の後また委員の先生から改めていただきました追加の質問事項、要求資料につ

きましては事務局のほうで取りまとめさせていただきまして、これは資料１と

いうことで添付をさせていただいております。これを文部科学省に送りまして

回答を依頼したというところです。これについては先生方にも事前に送付をさ

せていただいております。 

 またあわせて、各先生方から御提出いただきました評価意見収集表、評価コ
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メントをもとに、座長とも御相談させていただきまして、本日資料３というこ

とでお配りさせていただいておりますが、論点ということで作成をさせていた

だいております。 

文部科学省の回答につきましては、資料２ということでいただいております。

これらについて、先生方には事前に送付をさせていただいております。なお、

資料３につきましては事前に文部科学省に対しても提示をしております。 

 以上申し上げたところが今までの経過ということでございますが、本日の評

価検討会の進め方としましては、先ほど申し上げました文部科学省からの追加

質問事項に対する回答、それと論点に対する事実に基づく見解、こういったと

ころを確認をしていただきまして、必要な質疑応答を行っていただくと。文部

科学省が退席した後に改めて論点に沿って評価内容としてどういう形で取りま

とめていくかということで、その集約に向けた検討をしていただく、そんな段

取りでいかがかと考えております。 

 以上です。 

【座長】ありがとうございました。 

 では続きまして、論点について事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

【事務局】先ほどの資料３でございますが、論点としまして、４つの柱立てを

させていただいております。１つ目が、目標設定なり実用化に向けた手順の関

係、２つ目が実施体制の問題、３つ目がこれが一番大きな論点かと思いますが、

観測網を敷設する海域の問題、４点目がプロジェクト全体としてのマネジメン

トの問題、こういった柱立てで整理をさせていただいております。 

 １つ目の柱の目標設定の明確化と実用化に向けた手順の具体化ということで

すが、これについては３つほど項目を整理しております。この事業につきまし

ては、学術的な目的と防災面の目的、この２つの異なる目的があるわけですが、

それぞれに対応した具体的な目標、これが現時点では曖昧な記述になっている

ということで、その達成すべき目標を明確に示すことが必要ではないかという

のが１つ目です。 

 ２つ目としましては、この警報予測システムにつきましてはプロトタイプと

いうことで説明があったわけですが、そのプロトタイプの具体的な内容、それ

と本運用で想定しているシステムとの差異が必ずしも明確ではないということ

で、試験運用において何が可能になるのか、また、試験運用から本運用に進め

るためにどういった手順が必要なのかといった点について具体的に示す必要が

あるのではないかということです。 

 ３つ目としまして、気象庁の警報に組み込むという目標を想定した場合に、

南海トラフ、相模トラフ、日本列島周辺海域で地震発生の可能性のあるところ

に既に整備されている観測網、これも用いることができるような、既設・新設
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の観測網を一体的に運用できる警報システムの実用化を目指す必要があるので

はないかということです。 

 ２つ目の柱の効果的・効率的な実施体制の構築につきましては、４点ほど項

目を整理させていただいております。１つは、防災科学技術研究所がこの観測

網を整備することになっているわけですが、実績等を考えますと、そういった

海域における観測網設置の経験を有する海洋研究開発機構等の参画を求めてい

くことも必要ではないかというのが１点目です。 

 次のページですが、２つ目としましては、防災科学技術研究所において準備

室を設置して進めることで考えられているわけですが、そこの責任・権限ある

いは人員、予算の規模等、体制を具体的に示すということ、またその整備され

た観測網を将来にわたって継続的かつ効率的に運用していくためには、あわせ

て体制、予算の問題が出てくるわけですが、そういった点についてもあらかじ

め提示する必要があるのではないかということです。 

 ３つ目としましては、気象庁の参画の問題ですが、連携機関としては位置付

けられているわけですが、この事業を実施する上での役割、位置付けからすれ

ば、もう少し明確に参画機関として位置付けて、それと必要なニーズを抽出し、

また活用体制の構築の検討に向けては中心的な役割を果たしてもらうと、そう

いったことを求めていくことも必要ではないかというのが３点目です。 

 ４点目としましては、最終の出口が地方公共団体の防災システムへの組込み

ということが出されているわけですが、そういったことを目指すのであれば、

特定の地方公共団体などとも合同チームのような形で密接な関係を構築して、

目的、目標それとシステムの構成なり利用方法等、こういったことについての

理解の共有を図るということとあわせて、それらを事業の早い段階から吸い上

げる取組、こういったものを行っていく必要があるのではないかということで

す。 

 ３つ目の柱の観測網を敷設する海域についての妥当性なり優位性につきまし

ては、日本全体を見渡した海域観測全体の構想を明確にし、その中での本海域

整備の地域的優先順位等の位置付けを明確にしておくことが必要ではないかと

いうことです。 

 その下にその背景を書いていますが、１つは、三陸沖北部あるいは房総沖に

ついてはそれなりの必然性というものが前回の議論でも先生方の共通した認識

ではないかと思いますが、一方で東北地方太平洋沖地震の震源域、かなり広範

囲な震源域といったところで見たときに、そこを対象とするかどうかというこ

とについては学術的には意義があるということが共通した認識だったと思いま

すが。一方で、防災面での重要性といったところが必ずしも明確に示されてい

ないところが議論があったところだったと思います。 
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 それで、こういったところの推進に当たっては、政府の地震調査研究推進本

部という組織があるわけですが、そこで将来的に高い確率での発生が指摘され

ている東海・東南海・南海地震を見据えると、南海トラフ、駿河トラフの観測

網の整備よりも優先して、日本海溝付近に観測網を整備するということについ

ての必然性というものが必ずしも現時点では明確に示されていなかったと、そ

ういうことから、ここの問題については、本日文部科学省からの回答を十分議

論していただいて、判断していただく必要があるのではないかということで、

こういう形で整理をさせていただいております。 

 ４点目の事業全体の的確なマネジメント体制の構築につきましては、そこに

ありますように、観測網の整備とシステムの開発の具体的な連携体制の構築と

その社会実装に向けた具体的な方法、手順というのを明確にしていくことが必

要であるわけですが、そういう事業全体の企画・推進なりその成果に責任を持

つプログラムマネージャーというものを設置して、その責任と権限の下で計画

を進めていくことが必要ではないか。文部科学省ではそういった責任者を明示

した推進体制を構築すると同時に、文部科学省を中心として、そこにあるよう

な関係機関との役割分担あるいは責任を明確にした事業全体の推進体制という

ものを構築していく必要があるのではないか、そういったところが４点目の柱

として整理をさせていただいたところです。 

 以上ご説明したところについては、各先生方からいただきましたコメントを

基に、繰返しでありますが、座長と御相談させていただきながら事務局として

整理をさせていただいたところです。 

 以上です。 

【座長】どうも。ただいまの説明について何か御質問あるいはコメント等ござ

いましたらお願いしたいと思います。 

 よろしければ、本日はこの論点をベースにしていろいろ文部科学省からお答

えいただき、またその後の論議を進めるということになろうかと思います。よ

ろしゅうございましょうか。 

 それでは、ただいま御説明のあったような形で本日の評価検討会を進めてい

きたいと思います。 

 これより追加質問事項に対する回答とあわせて論点に関する文部科学省の見

解等について確認を行いたいと思いますので、文部科学省に入室をお願いした

いと思います。 

 

（文部科学省 入室） 

 

【座長】本日はお忙しい中御対応いただきまして、ありがとうございました。
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本日の検討会におきましては、文部科学省から追加質問事項についての御説明

を受けるとともに、前回の検討会における議論、その後委員から出された御意

見等を踏まえまして論点を用意しておりますので、もし事実誤認等ございまし

たら御指摘いただきながら、文部科学省の見解をお伺いした上で御議論いただ

きたいと思っております。 

 それでは、検討を始めるに当たり、文部科学省側の出席者を紹介いたします。

説明者は、文部科学省研究開発局地震・防災研究課、寺田課長。それから、説

明者補助として、文部科学省研究開発局地震・防災研究課、迫田課長補佐と、

同じく岡部地震調査官に来ていただいております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、文部科学省からの御説明をお願いいたします。ただ、時間の制約

がございますので、追加質問事項についての説明と論点に関する事実関係に基

づく見解について、あわせて１５分以内でお願いしたいと思います。短時間で

恐縮でございますけれども、時間厳守でお願いしたいと思います。 

 なお、前回同様、本評価検討会は非公開で行いますけれども、資料について

は原則公開ということになっております。もし非公開扱いを要請するものがあ

ればその旨お伝えいただければ幸いです。 

 では、よろしくお願い申し上げます。 

【文部科学省】それでは、資料２ということで２２ページにわたる資料を準備

させていただきました。今回の資料を１５分でということで、ちょっとはしょ

って説明いたしますので、足らざるところがありましたら御質問いただければ、

その際に回答させていただきます。 

 まず表紙をめくっていただきますと、１ページでございます。こちらのほう、

日本海溝海底地震津波観測網の整備と、その次にページになりますが、緊急津

波速報システムという形で、この２つのものをどういうふうな形で現状と将来

という形が考えられるのかというところを整理をしてくれという御依頼があり

ましたものですから、整理をしたものでございます。 

 まずは、地震津波観測網の整備でございますが、現状といたしまして、まず

地震情報に関しましては、やはり陸域と比べて海域の観測点の地震計が少ない

ということでございます。前回も日本地図上にプロットしたものを御覧いただ

きましたが、陸上が１，３７８点、海域が４２点という状況です。 

 地震については、海溝型地震が発生した場合には、主に陸上の地震計によっ

て地震情報を推定しているという状況でございます。参考のために、今回の整

備予定海域には既存の地震計が１０点あるということを書かせていただいてご

ざいます。 

 これがこの観測網整備後にどういうふうになるかということでございます。
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先ほど申し上げましたように、地上の地震計によって地震情報を推定している

というところでございますが、この観測網によっては震源地近傍において地震

を直接検知することが可能となるということでございます。こちらのほう、地

震のシステムから考えますと、沖合２００ｋｍで海溝型地震が発生した場合は

最大３０秒程度早く地震を検知することが可能となるということでございます。 

 次、津波情報に関しましては、海底の観測点は極めて少ないということでご

ざいます。こちらのほう、現在の津波警報でどういうふうに使われているかと

いうことを２ポツ目に書いてございます。現在の津波警報では、主に陸上の地

震計によって推定した震源・マグニチュードに基づいてあらかじめ計算したデ

ータベースから津波情報を推定すると。その後、沖合２０ｋｍに設置してある

ＧＰＳ波浪計によって情報を更新するという形で津波情報が伝えられていると

いうところでございます。 

 これは観測網整備後でございますけれども、海底に展開した多数の水圧計に

よって、地震発生直後に津波の高さ、波長等を直接検知することが可能となる

ということでございます。また、津波の面的な観測がリアルタイムでございま

すから連続的にできるということでございますので、津波の伝搬状況や第一波

だけでなく、第二波、第三波の連続観測が可能となるということです。こちら

のほうのシステムは津波情報システムの開発とかかわるわけでございますが、

沖合２００ｋｍで海溝型地震が発生してそこで津波が発生するということにな

れば、少なくとも津波を十数分早く直接検知することが可能となるということ

でございます。 

 その他ということで、現在研究機関、海底に先ほど点数は少ないという形で

お話をさせていただきましたが、浮上式の海底地震計・水圧計とかで３カ月に

一度程度の短期観測も実施しているところでございます。海域の観測網が少な

いということであるがゆえに、海溝型地震の震源決定や地殻変動等の調査観測

の精度に限界があるということでございます。 

 これが今回の観測網の整備によっては地震だとか地殻変動等の観測精度の高

い震源決定が可能となるということでございますので、地震・津波の詳細な発

生メカニズムの解明、上下の地殻変動の観測による固着域の同定だとか、詳細

な地下構造モデルの構築ができるということでございまして、将来発生し得る

地震・津波の予測に貢献できるのではないかということでございます。 

 次のページでございます。次のページは緊急津波速報システム、これちょっ

と現状という言葉はあれかもしれませんが。現在は先ほど申し上げましたよう

に、推定したところからデータベースから津波情報を推定するという形になっ

てございます。先ほども話しましたけれども、津波を直接感知することですね、

現在の津波注意報だとか警報と同じタイミングの３分程度の所要時間、これは
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計算に要する時間になりますが、高精度な津波即時予測、なかなか難しかった

高さとか波長とか到達時間ということをお知らせすることができるのではない

かというふうに考えてございます。また、先ほどともかぶりますけれども、第

一波、第二波、第三波だとか、そういう形の高精度な予測が可能となるという

ことでございます。 

 次のページにはそういう観測網を用いてどういう形で展開できるのかという

形で、今考えてございます研究の一端を書いてございます。海陸を統合した地

震観測データを用いた研究開発という形で、海陸統合地殻活動モニタリングシ

ステムを開発したり、リアルタイム強震動予測システムの開発をするという形

で、今後長期にわたって余震活動が活発な被災地の復興だとか新しいまちづく

りの支援、災害に強い安心・安全な社会の実現へ貢献できるものと考えてござ

います。 

 ４ページ目でございます。緊急津波速報システムの開発事業の実施・連携体

制について御質問がございました。こちらのほう、前回事業の運営委員会の中

に気象庁を含めてアウトプットを考えながらやっていくというお話をさせてい

ただきましたが、それを明確に書いてきました。このシステム開発では事業運

営委員会を設置して、研究の進め方、また気象庁のシステムに組み込むための

システムのプロトタイプの設計要求、またはプロトタイプに必要な条件を検討

するための国民だとか自治体のアンケート調査を実施するという方針をまずそ

こで一緒になって考えた上で研究開発を進めていきたいと思ってございます。 

 また、同委員会には文部科学省や事業実施主体のほか、警報業務を担当する

気象庁、また観測網を整備する主体である防災科学技術研究所、海洋研究開発

機構も参加して、連携した上で実運用、観測網整備状況を見据えた研究開発を

目指していきたいということでございます。 

 この事業そのもの、このシステム開発事業に関しましては委託事業として実

施をするということでございます。公募によって事業実施主体を決定するとい

うことでございます。前回再委託があるというふうな形でお示ししておったと

ころでございまして、その再委託のところについてはちょっと誤解があったか

もしれません。受託者が中核的機関となるチームの応募も可能としたいと思っ

てございます。また、その中核機関だけでできないときには再委託という形で、

このシステムを構築する必要な方々に入っていただいて仕事をしていきたいと

考えてございます。 

 次のページでございます。５ページでございますが、本事業で開発するプロ

トタイプについてということで、プロトタイプのイメージが非常に明確でなか

ったというご指摘を受けました。我々御指摘を受けた後、内部でかんかんがく

がく議論いたしまして、少し整理をしてまいりました。 
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 基本的には気象庁に最終的に技術提供するプロトタイプというものは、基本

的に即時観測ができるシステムのうち、主にコアとなるアルゴリズム部分の研

究開発を目標とするということでございます。具体的には、津波の波形を推測

する技術、または津波の伝搬を予測する技術、また津波予測のカタログデータ

の開発だとか、リアルタイム観測でございますからデータをどうやって同化し

ていくのか、または現行の津波警報技術を活用した補正のための技術だとか、

計算速度を高速化するためのアルゴリズム最適化だとか、プログラムを走らせ

るためのシステム概念設計という形のものが必要になるのだと思います。 

 この開発が終わった後には、気象庁においてそのプロトタイプをどういうふ

うに組み込むかということも考えていかないといけないという形でございます

ので、最終的に気象庁が運用しやすい、その中にうまく入れられるようなもの

としてプロトタイプを考えているということでございます。 

 その次、６ページでございます。海底の観測網について、構築機関が防災科

研であることが不適当でないのかという御指摘を受けました。我々防災科学技

術研究所は防災研究の中核的機関として、地震防災研究を支える基盤観測網

（Ｈｉ－ｎｅｔ、Ｆ－ｎｅｔ、Ｋ－ｎｅｔ等）を整備・運用しているというこ

とから、日本海溝海底観測網についても同研究所が整備・運用するというふう

に考えてございます。 

 一方、ＤＯＮＥＴ、海洋機構のほうで整備しているわけでございますが、シ

ステムの構成上、海底で機器同士を接続する必要がある。また、海中作業をし

ないといけないということでございますので、そういう技術・知見を有する海

洋研究開発機構が整備・運用しているというところでございます。 

 こちらのほうの図にも載せてございますが、基本的には今回のインライン式

のケーブルの整備ということは商用の通信ケーブルの敷設技術と民間の既存技

術を活用できるということでございまして、防災科学技術研究所が行うという

形で基本形に戻そうという形で考えてございます。 

 観測機器について少し研究開発の要素があるのではないかという御指摘を受

けました。深海に設置する商用ケーブルの中継器は実は現在深海８，０００ｍ

まで保証されているということでございますので、この地震津波観測網整備に

おいてはこの技術を活用して最大８，０００ｍ程度の水深まで設置可能な観測

機器の製造を行うという形で考えてございます。 

 ７ページは参考といたしましていろいろな観測機器がございますが、そちら

のほうの特徴を書いたものでございます。後で御参考で御覧いただければと思

います。 

 ８ページには地震津波観測網を整備するに当たって、防災科学技術研究所が

どういうふうな体制を整備するのかということに対する御質問でした。防災科
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学技術研究所には準備室と具体的業務内容ということで四角で囲ってございま

すが、こういうものを業務とする海底地震津波観測準備室を新たに設置すると

いうことでございます。現在のところもくろみといたしましては、平成２３年

度、これは第三次補正予算からスタートさせようとしてございます。まずは７

人の人間からスタートいたしまして、２６年度整備が終了する予定のところま

でで２４人、それ以降も２４人で運用していきたいと考えてございます。 

 その他の観測点の運用体制といたしまして、実はリアルタイムで結ばれてい

ないものもあわせて１，９００程度の観測網がございます。こちらのほうは７

５人の体制で維持運営をしてございます。ＤＯＮＥＴに関しましては２５人と

いうことでありまして、遜色のない体制をとっていきたいと考えてございます。 

 ９ページでございます。こちらのほうの資料、防災科学技術研究所が受けた

後、予定価格等との関係がありますものですから金額についてはちょっと非公

開にさせていただきたいと思ってございます。こちらのほうでケーブル設置に

係る予算の３１１億円の内訳、または単年度の海底ケーブルの維持費として

我々が見積もってございます５．５億円というものがどういう構成要素になっ

ているかということをお示しいたしました。基本的には運営費交付金と既存観

測網維持との比較という形の御指摘をいただきました。観測網の整備運用は補

助金にてまずは措置をするということです。整備完了後の維持費は運営費交付

金にて措置をするということで。この５．５億円というやつは平成２３年度の

防災科学技術研究所の運営費交付金の中の約７％を占めるであろうということ

です。その段階で２３年度予算ではＨｉ－ｎｅｔ、Ｋ－ｎｅｔ、Ｆ－ｎｅｔの

運用経費は合計で２１億円ということで、運営費交付金の約２８％を占めてい

るというところでございます。 

 こちらのほうにつきましては、現在はこの整備が終了するまでの運用経費に

つきましてはもう整備費の中に盛り込んでございます。それ以降、２７年度以

降につきましては運用に係る交付金の増額、または増額できなかったらうまく

効率的にどういうふうにやっていくかということを防災科学技術研究所と一緒

に考えていかなければいけないというふうに考えてございます。 

 運営費交付金と補助金の考え方という形での整理もお尋ねがありました。運

営費交付金に関しましては、基本的には観測網の維持費について措置をすると

いう形で考えてございますし、補助金でやるものに関しましては例えば施設整

備費補助金という形であれば観測網の整備という形で交付をしているというと

ころでございます。 

 １０ページ、海域部分の地震計の設置や観測網の整備の基本的考え方という

ことでございます。まずは防災科学技術研究所に関しましては、先ほどから申

し上げてございますが、防災研究の中核機関として、地震防災研究を支える基
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盤観測網を整備・運用するという役割を持ってございます。現在の段階ではほ

かの機関と比べれば海に関しては余り持ってございません。相模湾等に整備を

しているということでございます。今後東北地方太平洋沖のインラインの整備

をさせていきたいというふうに考えてございます。 

 海洋研究開発機構に関しましては、海洋科学技術の研究のためにという形で、

海底環境観測網を整備・運用するという形でございます。初島沖、室戸、釧路

等、その次のページにまた図が出てまいりますので簡単に申し上げます。 

 また、国立大学に関しましては、大学等の学術研究のために必要な観測網を

持っていると。 

 気象庁に関しましては、地震等の監視を行うための観測網を整備していると

いうところでございます。 

 基本的には海域にもどんどん展開しようという形での地震調査研究推進本部

の方針も踏まえて、各機関がそれぞれの設置目的を達成するために海底観測網

を整備・運用してきているところでございます。限られた資源の中で政府とし

て効率的に整備できるように、少なくとも重複化を避けるという形で地震調査

研究推進本部において予算の調整を行っているところでございます。 

 次のページ、１１ページでございますが、どういう形で現在敷かれていて、

どの機関が運用しているかということを書かせていただいてございます。これ

を見ていただくと、東北地方太平洋沖のほうがいかにさびしいかということが

お分かりになるかと思います。東海につきましては気象庁が持っている観測網

がございます。または東南海・南海につきましては１０番、１１番という形で

海洋研究開発機構が持っているもの、または今整備をしようとしているものを

持っているという状況でございます。 

 １２ページ以降でございます。海域の観測に対する地震本部政策委員会とし

ての構想についてということでございます。今後の調査観測については書いて

ございますが、海域における地震観測ということで、陸域におけるものと同様

に、想定震源域の直上及びその周辺海域において同一地点で長期間にわたり観

測を行うことが望ましい。観測点の配置につきましても約２０ｋｍ間隔の三角

網を構築することとするという形で書いてございます。 

 ちょっと時間がないので少し飛ばさせていただきます。また必要に応じてお

話をさせていただきます。 

 ２０ページまで一気に飛ばさせていただきます。日本海溝の海底観測網です

が、海底ＧＰＳ機能を付加できないかというお問い合わせがございました。基

本的には海底ＧＰＳ技術そのものは音波の反射を利用して、３つか４つの海底

基準局の位置情報を取得してやるという形で考えてございます。実際その幾つ

かのを１００ｍ程度離したところに置いておいて誤差の修正をするという形に
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なりますが。こちらのほう、今回３０ｋｍ程度の間隔で置いてあるインライン

の観点からいいますと、誤差が極めて大きくなるため、計測はほぼ不可能であ

ろうというふうに考えてございます。 

 １５ページにおきましては、本施策を政策委員会でどういうふうに議論した

かということでございます。こちらのほうにつきましては、下のほう、参考、

日本海溝の重要性ということで書いてございます。これは議事録から抜いてま

いりました。ケーブル式の海底地震津波観測計の議論のところです。ご説明だ

と、ちょっと字が離れている、改行を失敗していますが、東北日本がインライ

ン式のシステムで安価に安全に近いところをカバーしようというというような

そういう計画については非常にいい計画だと思いますという形のコメントをい

ただいているところでございます。 

 数ページ飛ばさせていただきます。ＤＯＮＥＴと日本海溝海底地震津波観測

網の差についてという形でございます。東北地方と東海・東南海・南海地方の

震央と震源域のところについてちょっと整理を書いてまいりました。基本的に

東北地方にわたりましては震源が広域にわたり多数存在していますし、今後も

大きな地震が発生することが予想されるという形で、ケーブル式観測網のよう

な広範囲をカバーする観測網が適するというふうに我々は考えました。 

 設置費用としては、運用費まではちょっと含みますが、３２４億円と見積も

っているところでございます。 

 また、東海・東南海・南海につきましては過去の地震発生履歴によって震源

がほぼ定まっているという形と、東海地震と同様に予兆現象があることが考え

られるということでございます。ねらいを定めた稠密な観測網によって震源に

おける地震を観測する。または、予兆現象をとらえるひずみ計の接続ができる

ように拡張性を確保するという形で、設置を１７７億円という形の見積りをし

てございます。 

 観測点数に関しましては、どういうふうな考え方でやるかという形で、基本

的には観測点を３０ｋｍから５０ｋｍのメッシュで配置することが適当という

ことを考えてございます。 

 ２１ページでございます。海底地震観測網の予算要求状況についてというこ

とで、ＤＯＮＥＴⅡと日本海溝の海底インラインのところについて考えてきて

ございます。現在予算要求中でございますが、平成２４年の概算要求におきま

しては、ＤＯＮＥＴⅡの整備も加速しようという形で予算要求しているところ

でございます。それと東海・東南海等も忘れずに整備をした上で、津波観測網

を２７年からの運用に向けて使っていきたいということでございます。 

 ２２ページでございますけれども、地震調査研究に関しましてはいろいろな

ところからネットワークを敷いてくれという形の要望があるということを申し
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沿えます。 

 以上でございますが。基本的にまだ財政当局とのやりとりはなかなか厳しい

ものがございます。でも、必要なところには必要な観測網を敷いた上で、基本

的には地震がどういうふうにして発生するのか、またその地下構造がどういう

ふうになっているのかということをきっちりととらえて、地震研究に役立てて

いきたい、そういうふうな観測網をつくり上げていきたいと考えているところ

でございます。よろしくお願いいたします。 

【座長】どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの文部科学省からの御説明と見解について、各委員から

御質問、御発言をお願いしたいと思います。どなたからでも結構ですので。ど

うぞ。 

【委員】細かいことになるかもしれませんが、観測点間隔３０～５０ｋｍ間隔

ということだったのですけれども、例えばこのケーブルのトータルの長さがど

のぐらいで、観測点が幾つになるのかという情報がちょっと今見当たらなかっ

たのですけれども。あと、それは地震計と水圧計というふうに理解しておりま

すが、それぞれが同じ数なのかどうかということを教えていただけますか。 

【文部科学省】ケーブルの長さはトータルで５，１００ｋｍを予定してござい

ます。観測点の数は１５４点を予定しておりまして、観測点の中に地震計と水

圧計を一緒にパッケージ化して入れるものを予定してございます。 

【委員】水圧計と地震計が１つになっているんですか。 

【文部科学省】そうです。 

【委員】それに関して、６ページのところでこの絵を見ると、地下１ｍに埋設

するというふうに書いて、これは粟島なんかはこういう方法を使っていると思

うんですけれども。今回地震計と水圧計が１つのパッケージに入った場合、埋

設するのかどうかというのは結構クリティカルなところで。要するに地震計は

多分埋設したほうが性能がよくなっていいと思うんですけれども、水圧計、１

ｍに埋設してちゃんと津波がとれるのかというのは多分そういう例はない、こ

れまでの水圧計を埋設したという例はないと思うんですけれども、その辺につ

いての検討をされたのかどうかというのを。 

【文部科学省】そうですね、埋設はするんですけれども、軟泥ですね、泥に埋

めるので、海面からの圧力はちゃんと反映されるだろうということで埋めるも

のを考えております。 

【委員】だろうであって、そこは多分まだ、実証されているんですかね。【文

部科学省】そうですね、これは軟泥の中にも水は入っていくものですから、ち

ゃんと反映されるということでこういう方法にしております。 

【文部科学省】追加で。実は２３年度補正予算の中で実は海域の調査をした上
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で、どこに配置するのかと最終的なものを決めていくために実は海域調査をす

る予定にしてございます。それまでの間に例えば土の中に埋めたときに水圧計

がどういうふうに働くのかというものはいろいろな形で情報収集した上で、例

えば１ｍに埋めるのがいいのか、もう少し浅く埋めたほうがいいのかというこ

とに関しましては検討していきたいと思っています。 

【座長】よろしいですか。 

【委員】幾つかあるんですけれども、まずここで１点だけお考えをお伺いした

いんですけれども。日本列島の周りにたくさん観測網ができるというのは地震

学をやっている者にとっては非常にありがたいことなんですが、将来的にそれ

ぞれのシステムを気象庁なりに警報を出すそういう機関に一元化する際に、結

構スペックの違う観測網がいっぱい展開されるという状況になりますね。それ

はかえって不経済ではないかという考え方があるんです。つまり、システムが

違うものを何か無理やりごちゃごちゃと工夫してつないでくるというのがいろ

いろあるんですが、専門家が言うのには、そんなもの全部システムを一気に置

き換えたほうが安くなるという、そういうふうな議論もあるんですね。 

 そういったことに対して政策委員会なり文部科学省の中でどれだけ突き詰め

た議論をされているのかということをちょっとお伺いしたいんですが、いかが

でしょうか。 

【文部科学省】確かにその点に関しましては議論は明示的にはなされていませ

ん。今現在データをまずどうやってとるかというところにまず全力を尽くして

いる状態であります。確かにシステム上の、確かにいろいろな形で観測機器の

例えば性能の差だとかというものがあらわれるということも考えられます。た

だし、それを言い始めると、昔に敷いたものは全部入れ替えるのかという話に

またなるということでございます。とりあえずは現状まずはインラインとかを

敷いた後、それの処理をした上で、例えば古いシステムはどういうふうにして

同じようなスペックにあわせるようにするかということは考えていかなければ

いけない重要な課題だと考えます。 

【委員】まさにそうだと思うんですけれども、それであればいきなりでかいも

のをやらずに、プロトタイプで実験的にいろいろやって、それでいいシステム

を淘汰していいシステムで一本化にするというそういうグランドデザインがあ

ってしかるべきなんですけれども。そういったものが議論されたのでしょうか

という質問です。 

【文部科学省】正直言ってそういう議論はなされておりません。非常に重要な

課題だと思います。確かに例えばそのシステムを全く統一することによってど

れだけ経費が抑えられるのかということについてはちょっと、平成２６年度ま

での整備計画として今考えておるところでございますが、その中でシステムと
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してまたデータをお渡しするためにどういうふうな形で追加の負担がかかるの

か、前の処理とどう違うのかというところに関しましては検討した上で、もし

統一的なプログラムの修正で済むのであればそういう形で考えていかなければ

いけないと考えます。 

【委員】それに関連するかもしれないのですが、私はやはり気になるのが、こ

の観測網をつくってデータをとった後、それが実装していって警報システムが

つくられて社会に役立つというところが一番気になります。前回から強調して

いただくようになったのは、プロトタイプをつくるためにというのが５ページ

にあって、そのために４ページに必要な要件を検討するための国民・自治体等

のアンケート調査実施というふうに考えてあるんですけれども。この５ページ

のアルゴリズムのこの中身を見ますと、自治体に要望などを聞いて、これをこ

このところに変換してもっていくことはそうたやすいことではないと思うんで

すね。そのあたりさらっと書いてあるんですけれども。現場に役立つようなも

のになるんでしょうかと、その手法についてはアンケート調査というふうにし

か書いてありませんが、検討していただいているのでしょうかというところで

す。 

【文部科学省】ここの基本的に国民・自治体等へのアンケート調査というもの

がどういう役割を果たすのかということに関しては、我々も真面目に議論いた

しました。結局、最終的には気象庁にお渡しをするということを考えていった

ときに、まず勝手な思いでプロトタイプの設計というか、どういう伝え方をす

るのか、そこから何がとれてどういう伝え方をするのかというものを勝手な思

いでやった上で、その後気象庁にボンとぶん投げて、あとはよろしくというわ

けにはいかんので、気象庁が実際に運用するときまで考える、どういうふうな

警報を出すべきなのかということを考える意味でも、プロトタイプの段階で国

民だとか自治体のほうにアンケートをとる必要があるというふうに考えてござ

いまして。そういう形でどういうふうに伝えるのか、伝え方をどうするのか、

どういう情報が望まれているのか、それが実際この観測網からとれるかどうか

ということをあわせて、プロトタイプの設計に生かしていきたいと考えてござ

います。 

【委員】自治体の方は、今私はお聞きしてよく分かりましたけれども、ＧＰＳ

波浪計からのデータを直接自分たちが取得すればもっと素早く動けたのではな

いかというふうに今お考えで、それは誤っているのかもしれませんが、そのあ

たりの皆さんの御理解を得ながらというところなんですかね。 

【文部科学省】警報システムに使っていただくということをまず考えてござい

ますので、そこについては２つのスタンダードができないようにまずはプロト

タイプをつくるときからどういうような形で伝えるのかをまず考えないといけ
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ない。それと同じように、実は防災科学技術研究所の中に陸域の地震計でとら

れたデータについては公開されていて、皆さんが自由に使えるような形にして

ございますので、直接利用されたい方に関しましてはどういう形で、例えばホ

ームページに置くのかということに関しましては、同時にあわせて考えていか

ないといけないと思っています。自治体だけでなくて、例えば重要施設の管理

者等につきましても直接利用したいという方がおられるかもしれませんので、

そこについては配慮していきます。 

【座長】いかがでしょうか、ほか。 

 どうぞ。 

【委員】再確認ですが、敷設の事業に関しては防災科学技術研究所に準備され

る準備室長がいわば我々が設置をお願いしているプログラムマネージャーとい

うか現場の責任者になる、そう考えてよろしいのですね。 

【文部科学省】はい。 

【委員】それが１点。 

 それからもう１つは、何ページだったですかね、「緊急津波速報（仮称）」

の事業の体制図があって、４ページですかね。４ページでこの事業実施主体、

下の絵ですけれども、事業実施主体といっておりますのは、いわゆるこれはシ

ステムの開発をする事業の主体ですよね。それで、その右側に事業運営委員会

というのが書かれていますが、そこに気象庁もお入りいただくようになってい

るんですが。この事業運営委員会の責任者というのはどういう立場といいます

かどういう方がおなりになるんでしょうか。逆にいいますと委員長が「緊急津

波速報（仮称）」システムのいわばプログラムマネージャーに相当しますよね。

ですから、その方はどういう職位の方が今のところなる予定になっているんで

しょうか、この事業運営委員会ですね。 

【文部科学省】事業運営委員会は基本的には有識者の方々だとか、例えば我々

も当然入りますし、利用主体として最終的にはアウトプットとしてお渡しをす

る気象庁も入るという形でございます。基本的には委員としてその方々が入る

わけですが、委員長としてはその中の学識の方で一番そういうふさわしい方に

なっていただこうというふうには考えてございます。 

【委員】そうすると、ここはある種の調整機能を発揮していただかないといけ

ないわけですよ。円滑に文部科学省の成果と気象庁の実務につながるようにで

すね。ですから、この事業運営委員会を実際に設置要綱みたいなことを、きち

っと何をしないといけないのかということを明文化する。それから委員長の役

割を明文化するということが必要だと思っていますが、いかがでしょうか。 

【文部科学省】そちらに関しましては事業を実際に公募した後、まず第１回の

事業運営委員会を開くときに、どういう形でどういう仕事をするんだというも
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のを明確にしたものは、その事業運営委員会の設置要綱、設置についてとかと

いう文章になるかもしれませんが、そこの中できっちり書かせていただきたい

と思います。 

【座長】いかがでしょうか、ほかは。どうぞ。 

【委員】プロトタイプのためのデータはやはりこの観測網からのデータにする

んですか。 

【文部科学省】ＤＯＮＥＴでとれたデータも使います。 

【委員】使うんですか。 

【文部科学省】はい。 

【高橋委員】最低限必要な観測点というのは何点ぐらいなんですか、プロトタ

イプというシステムをつくるために必要な。 

【文部科学省】例えばある沖合でどれぐらいの海面の変化があったときにどれ

ぐらいの波が押し寄せるかというものに関しましては、ある程度例えばシミュ

レーションの結果を使う部分もあるでしょうし、今回ＤＯＮＥＴで実は若干東

日本のあちらのほうから来た、ものについて水圧変化をとらえているものがご

ざいますので、そちらも利用しながら、例えばある深さのところで何ｃｍの変

化が見られたものが、例えばある港のそば、検潮所のそばでどれぐらいになっ

たかという、その倍率だとか考えながらシステムを開発していかないといけな

いと思っています。多くのデータがとれるのに越したことはありませんが、今

持っているものを、平成２４年度には一部実際に敷設することになります。今

の計画では三陸北と房総沖には平成２４年度に敷設する予定でございますので、

そちらでとられたデータ等をあわせて使っていきたいと思っています。津波が

来るかどうかというのはちょっと分かりませんので、そこはシミュレーション

で足さないといけない部分があるかと思います。 

【委員】お聞きしたかったのは、プロトタイプというシステムですね、システ

ムをつくるときに、その最初に先行してつくる２カ所の観測網からのデータだ

けでは足りないのですかということをお聞きしたかったのです。 

【文部科学省】システム開発、基本的にはアルゴリズムの開発等に関しまして

は多分データが余りなくても開発はスタートできると思っています。そこの中

にいかに実測されたデータを入れていってアルゴリズムが有効に機能するのか

というところは確かめていかなければいけない部分がございますし、それに関

しましてこれまでにいろいろな形でいろいろな大学等でやられているシミュレ

ーションのデータ等も使いながらいいものにしていかないといけないと思って

います。 

 必ずしも全てのものが整備されなくても、このシステムそのものはプロトタ

イプとしては開発できると思います。ただ、実際の津波を何度か本当に観測し
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なければ本当にいいのかどうかというところの最後の検証はちょっと厳しいか

もしれません。 

【委員】では、ＤＯＮＥＴのデータは使うけれども、そのほかの既存の海底地

震観測網のデータは使わないのですか。防災科学技術研究所も相模湾のところ

に。 

【文部科学省】使えるものがあったら全部使います。水圧計が入っていないと

ころはさすがに津波データとして使えないので。 

【文部科学省】この観測網の整備も来年度に房総沖と三陸北に敷きますので、

徐々に敷いていって、最終的には平成２６年度末までには完成ということを目

標にしています。それにあわせて地震、このプロトタイプのほうも完成させる

というような目標を掲げていますので、当然敷設中のデータは適宜共有や、流

通しながら、それを活用しながらシステム開発に生かしていきたいというふう

に考えています。 

【座長】よろしいでしょうか。どうぞ。 

【委員】すみません、先ほど聞き忘れたのですが、前回質問して、維持のこと

で８ページですか、拝見いたしますと。準備室というのは大体分かったんです

けれども、これ要するに平成２７年度以降は特に役務１５人と書いてあって、

２４人ですけれども、そのうち専任は３人で役務が１５人ということは、基本

的にこれはお金がいるということですよね。次のページも拝見しても、単年度

当たり５．５億円で、これは防災科学技術研究所の７％というと、これはそん

なに小さい数字でもないように思って。要するにこの７％分が運営費交付金を

ふやすということですか、それともその分を圧縮するということなんですか。 

【文部科学省】私どもの将来の予算要求につながる話で、しかもそれが認めら

れるかどうかというところは確かにある話でございます。ただ、この敷設をし

た後、例えば陸上観測網の金を削ってこちらのほうだけを維持するということ

にならないようにしていただかないと、結局日本全体として地震に関する知識

がふえることもなく終わってしまうと考えてございますので、平成２７年度に

向けてはどういう形で予算要求をしていけばいいのかということに関しまして

は今後もずっと検討をしていきます。今現在は２６年度までに関しましては、

この敷設の中の経費に運営費をとりあえずは組み込んでいるところでございま

すので、それまでの間に防災科学技術研究所等とも相談をしながら、どういう

形でやっていくかということに関しましては意を尽くしてまいりたいと考えて

います。 

【座長】今のこととも関連するんですけれども、あるいは先ほど委員からの質

問についてももう一度確認をしたいんですが。敷設についてのプロマネは防災

科学技術研究所に、もう少し具体的に言うと、この準備室の中にできると思っ
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てよろしいでしょうか。 

【文部科学省】そのとおりです。 

【上杉座長】そうですか。そうすると、先ほどの津波速報のほうは、学識経験

者その他の方達からなる事業運営委員会の委員長というのはプロマネではない

というお答えだったと思ってよろしいんですね。 

【文部科学省】調整機関としての事業運営委員会であるならば、そこは基本的

にはプロジェクトをマネージするのではなくて、いかにいいものをつくるかと

いうことで的確な指示を出していただくということが役割だと思っています。

そのために、だから事業実施主体となった中核機関のところにプロジェクトマ

ネージャーを置くと。プロジェクトマネージャーそのものはですね。 

【座長】中核機関というのは…… 

【文部科学省】受託機関になります。 

【座長】受託したところが持つんですか。普通形としてはそうなのでしょうか。 

【委員】それは違うでしょう。それはちょっとすみません、私も先ほどのお答

えはちょっと誤解していましたけれども、ここの研究中核機関というのはシス

テムを研究するところですよね。研究開発するところじゃないんですか。シス

テムをつくる研究主体のことを言ってるんじゃないんですか。事業主体と書い

てありますが、研究中核機関、そうですよね。だから、その成果物を気象庁に

実装するルートを円滑にする必要があるということを先ほど申し上げたわけで

すよ。そこに調整が生じる可能性がありますよねと。その調整権限はどなたが

お持ちになるんですかと、それがこのシステム全体の事業の気象庁につなぐと

ころまで考えたプロジェクトマネージャーの役割ですよ。計算機システムをつ

くるのが目的では、それはワンオブゼムですから、事業の、それを実装しない

といけないわけですから。そうですよね。その全体のプロジェクトマネージャ

ーはどなたですかというお尋ねをしたんですよ。 

 方針というのは先ほどのご説明だと、なんかシステムをつくる上での研究方

針みたいなことを有識者からお聞きしようとそういうふうに受け取れるんです

よね。先ほど私が問題提起したような調整を含めた実装可能とするような事業

全体の、まさに開発事業ですよ、これのプロジェクトマネージャーはどなたで

すかというのがお尋ねなんです。それが今座長の御質問と関係していると思い

ますが。 

【文部科学省】ちょっと考え方がずれていて、もしお答えすることが間違って

いることがあれば、今後また実際にこの事業を進めるまでの間に磨いていかな

いといけないというふうに考えていますが。 

 基本的にはここの中、この事業運営委員会の中には気象庁だとか我々だとか

がまず委員できっちり入るということがまず必要です。そこでどういうシステ
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ムをつくるのか、それはどういう設計をしておかないと気象庁にお渡しできな

いのかというところについては、この事業運営委員会でしっかりと考えをまと

めた上で、事業実施主体にこうやってやりなさいという形のお話をさせていた

だきます。だから、そういう機能はこの事業運営委員会が持っています。ただ

し、つくると、このシステムを開発するというところに関しましてのプロジェ

クトリーダーというふうにお聞きであるならば、それは事業実施主体にという

ことで考えています。 

【委員】いやいや、そんなことを私申し上げていません。事業運営委員会が研

究開発をやるというふうには理解していませんから。ですから、全体の責任者

はそうなると事業運営委員会の委員長か主査か知りませんけれども、その方が

お持ちになると、そこを確認してるわけですよ。そこはどなたなんですかとい

うことなんですよ。 

【文部科学省】基本的な方針、全体の方針についてはそれはこの運営委員会の

座長になるかと思います。 

【委員】いや、それを聞いてるんじゃないですよ。でき上がったあと、気象庁

に円滑に実装してもらわなきゃいけないので、利用して、そこの責任者はどな

たですかということをお聞きしているんですよ。その方はいないということで

すか。 

【文部科学省】いや、結局どういうシステムをつくらせるかということに関し

て指示を出している事業運営委員会があるわけですから、そこの中には気象庁

も委員で入るわけです。だから、その事業運営委員会の委員長の調整権限で基

本的にどういうふうにやるかというものをやった上で、そこは気象庁がいかに

自分らが実装できるような形で委員として入ってございますから、そこについ

ては私は円滑にとりあえずは技術移転ができるものだというふうに考えてます

が。 

【委員】いやいや、そういうことを聞いているんじゃなくて、だから外形的に

事業運営委員会委員長が方針も開発指針も出すし、また開発成果を実装する両

方の責任者だと、そういうふうに言っていただければ問題ないんですよ、私の

質問に答えていただいたことになるんですよ。そう理解してよろしいんですか、

そう書いていただけるんですか、この事業運営委員会は。 

【文部科学省】我々の…… 

【委員】何をヘジテートされているのか理由が分からない。単純なことを確認

しているだけですよ。 

【文部科学省】ただ、ここについては事業運営委員会のほうの権限として、こ

のプロトタイプを開発して気象庁のほうが受け取りやすいものを開発するとい

う形のところまでやると。一義的にはこの警報システムを構築とか実用化する
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というのは気象庁がする話ですので、気象庁のほうでしていただくと。気象庁

がそのまま投げっ放しかというと、やはり気象庁にこの事業運営委員会の初期

段階から参加していただいているので、この運営委員会のほうで受け取れる形

のプロトタイプを開発できるというふうに考えています。 

【文部科学省】この事業そのものが気象庁にこのシステムをお渡しするという

ところまでが目標だとすると、この委員会は座長の権限で、さあやれというふ

うな言い方ができるかもしれません。ただ、我々が何をヘジテートしているの

かという話ですが、結局気象庁がその自分らの意見が入ったプロトタイプをど

ういうふうな形でやるかというところに関しましては、さすがに気象庁で一回

考えないといけない部分があるのではないかと。そこについては、それを気象

庁すぐやれとかという形のやつの権限はないと思っているがゆえにそういうふ

うにお話ししているわけです。 

【委員】いいですか。地震防災対策特別措置法の精神に基づいてやはり議論す

べきです、ここは。やはり地震調査研究推進本部の政策委員会がちゃんと責任

を持って運営するというそれしかないと思うんですよ。ですよね。 

【委員】なるほど。では、そう書いていただけると一番分かりやすい。 

【座長】繰返しになるかもしれませんが、事業実施主体の責任者は受託をした

ところの方のだれか、それをプロマネと呼ぶのかどうかですが、ということで

いいんですかね。受託される際の発注には、どう書いてありましたか。 

【文部科学省】これは文部科学省からの委託事業ですから。 

【座長】直ですか。 

【文部科学省】はい。 

【座長】そういうことですね。はい。という形であると。 

【文部科学省】事業の実施に関しましては、今はいろいろなお話があったとこ

ろでございますので、実際に事業をスタートさせるときまでの間にもう少し先

生方の御懸念の点がうまくできるように、ちょっと気象庁とも相談しながら磨

いていきたいと思います。 

【座長】ぜひそれをお願いしたいというふうに思います。 

 ちょっとそれとも絡んで細かい、先ほどの予算の話とも若干絡むかもしれな

いんですが、８ページのところで、津波観測準備室のほうは役務の方が１５人

ぐらいいらっしゃる。現在のＤＯＮＥＴのほうは役務ゼロで、併任も含め、所

内といっていいのでしょうか、そちらでやってらっしゃると。これの違いは何

か理由があって、予算上の違いとかそういうことでしょうか。ちょっと細かい

質問ですけれども。 

【文部科学省】それぞれの機関によって考え方があるんでしょう。この役務に

関しまして１５名の話ですけれども、基本的にはデータの処理だとかという形
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についてのサービス、処理業務の一部をやっていただくという形で、それは全

てを研究者がやることはないだろうという形で外に出そうというふうに考えて

ございます。ＤＯＮＥＴのほうに関しましては、調べたところ役務がゼロとい

うことなので、多分この専任職員の方だとかがそういうデータの単純な処理ま

であわせてやっておられるんだというふうに考えられます。 

【座長】１つ前からのとても大事な問題である、三陸沖に置く優先度がどうか

ということに関し幾つか回答をいただいているんですが、基本的にここが最優

先であるということを最終的に決定した権限というのは、文部科学省の判断と

いうことなのか、あるいは今日の御説明だと、政策委員会で議事録等でいろい

ろこういうものは大事であるよというような御意見がたくさん出ているという

ご回答があるんですけれども、政策委員会としてここを最優先でしなさいとい

う立場にあったのか、その点をお教え戴きたいと思います。 

 前にいただいた参考資料１－２に、日本海溝海底地震津波観測網の整備及び

緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発の地震調査研究推進本部における評

価についてと書いてあるんですが、これが地震調査研究推進本部として日本海

溝沿いにインライン式を敷くのが最優先であるというふうに評価として具体的

に出たのか。その辺がちょっとまだ見えにくいんですけれども、その辺の御説

明をいただけますでしょうか。 

【文部科学省】地震本部は見積り調整方針ですか、予算の方針を出す機能を有

しておりまして、その中で議論しましたのは、先ほども課長のほうから申し上

げましたとおり、南海トラフの地震も極めて重要であるということで、これも

引き続きといいますかしっかりと加速するようなことを求めるということはあ

りました。また、東北地方太平洋沖についても今後大きな余震であったり、ま

た誘発地震が震源域周辺であるということから、これをしっかりと整備するよ

うにと。また、今後の地震調査研究の発展にも寄与するという観点から極めて

重要であるとされております。 

 なので、この２つの海域は敷くと。どちらが重要であるということではなく

て、どちらもしっかりと敷くようにというような指示といいますか文書を出し

ております。 

【座長】ですから、最終的にここという場所を決定されたのは文部科学省がそ

れを受けて決めたというふうに考えてよろしいですか。 

【文部科学省】はい、それを受けて決定したと。 

【事務局】これを整備して５年後以降、定常運転に入ると思うんですけれども、

管理、維持してデータをとって、提供するという責任は防災科学技術研究所な

いし文部科学省としてどのぐらいの長さで考えておられるのですか。というの

は、気象庁に引き継ぐといっても、恐らくお金のかかることだし難しい。それ
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から、システム的に古くなったら更新ということもあるでしょうけれども、文

部科学省としての責任の範囲といいましょうか、何年後ぐらいまでこれを維持

してデータ提供するというおつもりなのか。実際は防災科学技術研究所がやら

れると思いますけれども。その辺の計画はどうなっておりますか。 

【文部科学省】このインラインケーブルは、メーカー保証ですと２０年と言わ

れていますけれども、２、３０年持つと言われています。 

 情報の提供、責任者は誰かということについては、これは設置主体といいま

すか整備主体である防災科学技術研究所になります。 

 他方で、これおのおの皆さんも各機関敷いているんですけれども、それの情

報提供責任はおのおのの機関が持っていると。他方で、それを一元化して、も

う情報共有はかなりなされていまして、これを一元化して震源決定をするとい

う責任は気象庁にございますし、またこういったデータを集めて緊急地震速報

に使うということになれば、これは緊急地震速報を発報している気象庁になる

かと思います。 

【文部科学省】あと、実は陸域の観測施設も古くなったものに関しましては、

施設整備補助金等を要求いたしまして更新だとかという形でやっております。

その２０年、３０年先も一気にできるかどうかというところはそのシステムが

どういうふうな形で応答しているかというところにかかわるわけでございます

が。必要な金額についてはその都度要求をしていかざるを得ないものだという

ふうに考えてございます。 

【事務局】しつこいようなんですけれども、ランニングコストは一応ここで御

回答いただいていますが、壊れるということもあるんじゃないかと思うのです。

一旦壊れた場合にはまさにおっしゃった施設整備費が必要で、もう一回要する

に敷設し直すということがあるんじゃないかと思うんですけれども。壊れる率

といいましょうかね、そういうものも実はランニングコストの中に計算してお

かないと防災科学技術研究所としては困るんじゃないかと思うんですけれども、

そういうような見積もりはありますでしょうか。 

【文部科学省】それについては壊れる率に関しては丸っきり考えていませんで

したというのが本音のところです。でも、おっしゃられるとおり、確かにそれ

は必要だと思います。先ほど申し上げましたように、実はランニングコストと

いうやつは平成２６年度までの今の敷設のところの中に今は入れているわけで

ございます。さすがにそのぐらいの期間はもつだろうと思いますから、今後の

運営に関しましては基本的にはそういう故障率だとかということも考えた上で

の運用経費を考えていかなければならない。先ほど申し上げましたように、ど

ういう形で運営費交付金の要求をしていくかというところの中とあわせて考え

ていかざるを得ないと思っています。 
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【座長】とてもプリミティブな質問で恐縮ですが、絵を見るとセンサが３つか

４つ並列になって並んでいるような、これがたくさんあると思ってよろしいん

ですか。といいますのは、シリーズになっていて１つ死んだら次のも全部だめ

になるというようなことにはなっていないと思うんですけれども。 

【文部科学省】例えば１８ページの図のように、この観測網は６個に分かれて

いまして、北海道から房総まで５つ、あとは海溝軸外側を回るものが１つとい

うことで、例えば１つ壊れたら隣のシステムに波及するというものではござい

ません。また、途中で切れたとしても、両端を陸揚げしてございますので、も

う片方側からデータをとるというようなこともできるような、冗長性を確保し

たシステムになっております。 

【座長】大分時間押していますけれども、ぜひ御意見。よろしくお願いします。 

【委員】細かな質問でよろしいですか。１８ページ、もう御説明があったのか

も分からないのですけれども、ＤＯＮＥＴのところの説明のところで、過去の

地震発生履歴により震源はほぼ定まっている東海地震と同様に、予兆現象があ

ることを考える。この震源がほぼ定まっているというところで、ＤＯＮＥＴが

非常に集約的に観測点を整備されていますよね。ここら辺の考え方は少し最近

いろいろな議論がどうもあるというふうに聞いておるんですけれども、そこら

辺は大丈夫なんでしょうかね。 

【文部科学省】それについては私も実は悩んでいるところです。例えば東北沖

で起こったように本当にそこしか起こらないのかということに関しては、確か

に疑念はあるところでございます。ただ、官僚だから決まったことをやるので

はないかという世界もあるわけですけれども、東南海で実際敷いているシステ

ムがどういうデータを取っているかと考えると変なところで起きているような

感じのデータは取れていないとお聞きしていますから、少なくともまず南海の

ところで抜けているところがまだあるという認識の下で、まずそこには敷かせ

ていただきたいと考えてございます。 

 その後、今後どこが抜けていると考えるのかということに関しましては政策

委員会の中の観測計画部会の中でも御議論いただくことになるのかなとは考え

てございます。 

【座長】先ほどからの繰り返しになりますけれども優先度といいますか、ここ

のところへ持ってくることの観点についてもう少し詰めておいた方がいいのか

なと思いますので、委員の方、その辺について確認したいという御意見がござ

いましたら文科省がいらっしゃる間にいかがでございましょうか。 

【委員】グランドプランはないとおっしゃいましたよね。作るべきところは本

部の政策委員会なのですか。それとも本来、文部科学省の方でそういうグラン

ドプランを作るべきなのか、その辺りを。 
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【文部科学省】政策委員会の中の観測の部会がございますので、そちらの方で

検討いただくように今の段階では考えております。 

【委員】そういう動きはあるのですか。 

【文部科学省】そういう形でやろうと今考えているところです。 

【座長】他にいかがでしょうか。 

【委員】いつもずっと気になっているのは学術面では空白区域に観測網がある

というのは防災の研究に携わる者として絶対にあったらうれしいなと思います

が、学術面では。ただ防災の面としてそれを国民に納得してもらうだけの筋立

てとしては若干まだ納得がいく質問にはなっていないのような気がするので、

書きぶりなのかどうなのかは逆に専門家の先生の御意見を聞きながらというの

がぜひ必要なのではないかというのが１つ。 

 それからちょっと気になっていたのは、先ほど御意見が出ましたようにプロ

トタイプだったにそんなに広げなくてもいいのではないのかという御意見があ

って、それにも答えなければいけないのではないか。プロトタイプと聞くとや

はり小さなものを作って、次大きく反映していくというイメージがあります。

このプロトタイプは観測網自体も大きく一応目標のところに作ってしまおうと

いうところだと思います。なのでプロトタイプという言葉の使い方が本当にい

いのかどうか。プロトタイプを作って、その観測網を利用して何とかシステム

を作るのですという方が私は一般的には理解はしやすいと思います。 

【文部科学省】実はどういう地震が起こっているのか、どういう形で起こって

いるのかをまずはちゃんと知るということのために観測網を展開しようという

ところからスタートしております。その際にそこで取れているデータをただ単

に地震研究だけに使うという形では非常にもったいないと考えてございますの

で、結局あとから津波警報システムに使えるのではないのか。緊急地震速報の

方はシステムができ上がっていて、データは取れてきた時にはどういうふうに

使えるのか基本的に考えられているわけですが、津波に関してはそういうもの

がなかったということでございますので、せっかく学術のために整備をする観

測網を使ってこういうシステムを開発して、国民のために役立てたいという気

持ちでございます。 

【座長】プロトタイプということの確認ですが、それは通報に関することのプ

ロトタイプであって、２つの事業といいますか、例えば１８ページに書いてあ

るよう観測網としては広範囲が必要であるということで、それはプロトタイプ

ではないわけですね。観測網の設置というのは。それを使って速報を出すシス

テムを作ることがプロトタイプであると、そういう理解でよろしいですね。 

【委員】言葉の使い方が若干誤解を与えるのだろうと思います、これは。です

から、我々の指摘でも最終的な本運用と何が違うのかとか問うていると思いま
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す。だから、これは気象庁にお渡しする。その後気象庁が実際にシステムにイ

ンストールして運用するシステムにするわけです。その前段階の話のことを言

っているわけです。ですから、今の御指摘のように観測網はこれででき上がり

なわけです。そのおつもりですよね。そこのソフトのところのプロトタイプだ

と。そういう意味ですよね。 

 ですから、これはプロトタイプという言い方が本当にいいのか。誤解を与え

かねない表現だと思いますよ。これは一工夫あった方がよろしいかと思います

けどね。 

【文部科学省】御指摘を踏まえて誤解がないような表現に、どういうことがで

きるかについては実際予算がついて事業を実施するまでの間にはまだ時間がご

ざいますので磨いていただきたいと思っています。 

【事務局】２点ほど確認させていただきたいのですが。１つはやり取りの中で

学術的な意義と防災面の意義と両方あるわけです。これは一義的に学術的な意

義で、それが防災面でも活用できるから防災面でも活用するということなのか、

あくまでも防災面が最優先で、それは学術的にも意義があると。どちらの理解

に立つべきというかスタンスなのか。そこを確認しておきたいと思います。 

 予算的にはこれは復興予算なので、そういう意味からすれば後者ではないか

と。後者というのは学術というよりも一義的には防災というところがあって、

当然それは学術的な意義もあるということかなと思っていたのですが。それが

間違いというか、そういう認識が違うということであればそこを改めて確認を

しておきたいということ。 

 もう１つはプロトタイプの話でずっと議論があるわけですけれども、しっく

りこないのは、せっかく開発したものが必ずしも気象庁でそれがそのまま使え

るわけではない。気象庁でそれを使うかどうかという判断、それをどうアプリ

ケーションにするのかというところがある。ただ一方で、気象庁とある意味で

共同事業体としてこのプロトタイプを一緒にやるぐらいの形でないとそういう

社会実装みたいなところまでのことをこの事業の中で打ち出すということはか

なり時期尚早という印象があります。そこはプロトタイプの理解というか、そ

こがどうも曖昧なのではないか。その２点について、この場で説明しておいて

いただいた方がいいのではないかと思いますので、お願いします。 

【文部科学省】最初の方の予算取りの世界ですが、我々文部科学省であって、

そういうところとして今後防災に役立てるための情報が足りないところは情報

を取っていかざるを得ないと考えてございますので、基本的には学術の方を優

先するというのは当たり前のことだと思っています。ただし、その学術のため

にひいたからといって他の用途に使えないということは全く考えてございませ

ん。そこで取れたデータをいかにして社会に還元していくのかというのは、こ
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ういう研究に携わっているものの役割だと思ってございます。それゆえに例え

ば大きな余震が今後も考えられるかもしれないが故にそういう海域で直接観測

したデータをそういう地域に提供する。または今までにない新しいシステムと

して津波速報システムという形のやつを提供していく。そこについてはちゃん

とやっていかざるを得ない。そこの研究開発要素かある部分については我々の

方で担っていこうではないかということで予算要求をさせていただいていると

ころでございます。 

 もう１つ緊急津波速報のシステムの気象庁と我々との関係ですが、先ほどか

ら申し上げていますように基本的には気象庁には我々が作ったものを使ってい

ただくということを念頭においているが故に事業の運営委員会の中に気象庁に

委員としてちゃんと入っていただいて、どういうものであるならば自分らがよ

りスムーズに使えるようになるのかという形の意見はしっかり言っていただか

ないといけないと思ってございます。 

 そうであれがゆえに例えば共同事業の方がいいではないかとおっしゃられる

かもしれませんけれども、それは別に事務局は気象庁とうちとで２つでやって

もかまいません。予算の出所が例えばうちだというだけでもかまわないのです

けれども、そういう形でうまくやっていけるのだったら、そういう形でもかま

いません。ただ気象庁がもし委員として入って、ちゃんとそれで機能するので

よろしいというのであればそういう形でやらせていただきたいと思いますし、

そこは気象庁とお話をさせていただいて、いかにスムーズに気象庁にお渡しが

できるのかという観点からやり方を考えていかないといけないと思っています

ので、そこはこれから考えていきます。 

【座長】今整理していただきました。お答えもいただきましたけれども、この

地域にこの観測網を敷くということについて、委員の方々もそれでいいだろう

というふうに御納得いただけるような形になっているかどうかなんですけれど

も。御意見があればぜひいただきたい。 

【委員】どうもすっきりしなくて。１８ページのこの絵と、それから参考資料

１－１の１３ページですか、この２枚の絵をずっと並べてみた時に、例えば東

海、東南海、南海の海域に先ほどの御説明でこれまでの知見ではここに集中的

に監視網を展開することによって分かるのではないかという絵があります。今、

中央防災会議の議論の中でもこの震源モデルについてはいろいろな議論がちょ

うどされている最中です。そういったところは従来の考え方でいい、日本海溝

は日本海溝で新たなこういった監視もするということがすんなり理解ができる

かどうかというところです。まさに新しく海溝軸辺りの浅い領域にも震源域を

持ってくるとか日向灘に持ってくるとか、今いろいろな議論がされている最中

です。そちらの方の将来像を何もイメージしないまま東北、日本海溝だけが整
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備されるというのは、研究目的だとかいろいろ議論はあるのでしょうけれども

パッと理解できないというのが私の今の印象です。そこのところをどう説明す

ればすんなり理解ができるのかということでもし御意見があれば。 

【座長】どうなのでしょうか、ちょっと難しいかもしれないけれどもお答えあ

れば。 

【文部科学省】確かに例えば３月１１日の東北地方太平洋沖地震が起こる前だ

と多分過去の地震発生履歴によって震源がほぼ定まっているというところは全

くおかしくなかったのかもしれません。片や今回、東北地方の太平洋沖にこれ

だけのものを敷かなければいけないと考えているのは、前回からもお話をさせ

ていただいていますが震源が広範囲にある中で三陸北と少なくとも房総沖に関

してはまだ力が溜まったままではないかというところが考えられること。また

は更にはその間のところというのは、その力が抜けているというのであれば、

今後そこでどういう地震が起こって、どういう形で推移しているのかという形

はきっちりと捉えていかないと、今も長期評価という形で三陸沖から房総沖の

話を、ずっと評価の委員会をやっているわけです。ここに一体どれだけのこと

が起こっているのか、いろいろなことがまだまだ分からないという意見が出て

おります、実際に。そこについてのデータを蓄積して、どういうふうに考えて

いくのかということは確かに重要なことだと思っていますので、そこに関する

データは確かにとっていかざるを得ないのだろう。 

 そこと南海トラフの話ですが、南海トラフは確かにこの計画で十分かどうか

ということに関しましてはまだ検討はされてございませんが、同じように重要

だと考えているがゆえに加速のために通常の予算要求に増して日本海溝のイン

ラインケーブルと同じような感じで、実は本当は平成３２年ぐらいまで整備が

かかる予定だったのを同じぐらいのところで終わらせるような計画を立てて増

要求をしているという状況です。こちらについてもとりあえずは既に計画され

ているものをきっちりと敷いた上でデータを取る。更にまた抜けているところ

があるのであれば、そこをどういう形で整備するかというところに関してはま

た検討していかないといけないと考えています。 

【座長】いかがでしょうか。 

【委員】逆に言うとこれから整備計画等についての検討課題がまだ残っている

のでという、そういう理解ですか。 

【文部科学省】御覧いただければ多分分かると思いますが、日本の周りの海全

部にどうやって敷いていいのか、本当に敷く必要があるのかという議論はあま

りされていません。それについてはちゃんと議論していった上で、とりあえず

は海溝寄りのところが非常に心配であるがゆえに、今こういう形でいろいろな

もの敷かれていて、東北の方が抜けていたわけです。それをやった上で、この
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先どういう形で整備していくのかということに関してはしっかりとした議論を

していかないといけないのだと思います。ただ先ほどからお話をしましていま

すが、南海トラフの方を忘れているわけではなくてＤＯＮＥＴの方についても

加速をするための予算要求をしているということだけは御理解いただければと

思います。 

【座長】ありがとうございました。いかがでございましょうか。文部科学省が

いらっしゃるうちにお聞きしたいようなことについてはよろしいでしょうか。

どうぞ。 

【委員】まだまだ釈然としないポイントがありますが、１点だけ。気になるの

はＤＯＮＥＴと今回のこの計画とスペックが違うというところが気になります。

ＤＯＮＥＴの方はひずみ計、傾斜計を入れられるようなシステムになっている

のに対して、こちらは水圧計だけである。先ほど文部科学省がおっしゃられた

ように震源域の方に、今余震とか余効変動が起こっているところをもっと調べ

たいのであればＤＯＮＥＴのシステムを使ってひずみ、傾斜といった、そうい

う情報もとった方が学術的にはもっといいはずですよね。ですけど水圧計だけ

である。ちょっとその辺が。学術目的とするのであれば僕はＤＯＮＥＴのシス

テムでやった方がいいと思いますし、防災をメインに出すのであれば水圧計で

いいと思います。その辺矛盾があるのではないかと感じます。 

 それから冒頭申し上げましたように日本にいっぱいシステムがありますが、

全然スペックが違うものばかりばらまいていて、本当に大丈夫かというのを再

度申し上げておきたいと思います。 

【文部科学省】７ページの方に「他の観測点との比較」という資料を付けさせ

ていただいております。確かに学術のための意味があるためにはもう少しいろ

いろなものがあった方がよろしいというところもあるかもしれません。実際に

例えばＤＯＮＥＴⅠ及びⅡというところを見ていただいて費用のところでござ

います。設置費用が１７７億円で観測点１点当たり３．５億円、後年度運営費

が３．９億円という形でございます。インラインに関しまして観測点１点当た

りは２．１億円で後年度の運営費が、先ほどの故障のものに関しましては抜け

てはいますが、今のところの見積りでは３．６百万円という形になっています。 

 もう１つはＤＯＮＥＴⅠ、Ⅱは現在のところでいくと敷設に時間が結構かか

るというところが現状でございまして、今回の１００点を超えるようなインラ

インみたいな観測点と同じようなスピードでそういう展開ができるかというと

ころに関しましては考えていかざるを得ないところがあるのかなというところ

もあります。 

 それとあとひずみだとかの関係でいくとやはり海底に穴を掘るということま

で考えていくととてつもない金額になってしまうということが想定されていま
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す。そこについては本当にそういうものをそこに置かないといけないのかどう

かということに関しましては観測点の議論と同じようにやっていかざるを得な

いと考えてございます。 

 確かに重要な議論でございますので、今後しっかりと議論していかないとい

けないと認識します。 

【座長】ありがとうございました。 

【委員】日本海溝域に今ある海洋研究開発機構の釧路十勝沖とか東大、東北大

の三陸沖について今後どうするかという方針は決められているのでしょうか。 

【文部科学省】こちらのものも当然生かした形で今後整備していくという形を

考えております。 

【文部科学省】取れたデータは防災科学技術研究所だけで持つようなつもりは

全くございませんので。お互いにデータは共有するという形でデータのところ

についてはやっていきますから。今、東大の地震研究所のシステムは休止中で

すが、陸揚局が津波でやられてしまって休止中ですが、そちらが復活したらこ

ちらから出てくるデータも我々のシステムの中に組み込めるようにしていかな

いといけないと考えています。 

【委員】復活するには予算が要るのですよね。それは別途ちゃんと。 

【文部科学省】大学の交付金で行われると聞いています。 

【委員】だから一般人から見れば重なっている部分は整理したらいいのではな

いかというのが普通の発想だと思います。死守するというような発想は研究者

サイドの発想だと思うのです。国民が分かりやすいというのは、ここは全部イ

ンラインでやります。こんなものすごい観察網を置くのだから既存のものはち

ょっと整理してスクラップ＆ビルドという方が国民の理解は得られやすいと思

うのですが、その辺はどうでしょうか。 

【文部科学省】東大地震研究所の観測点を生かした上で密度が保てるように、

まずは海域観測をすると最初に申し上げました。その結果を見てどういうふう

に敷けるルートがあるのか。例えばノードの数を減らすということもあるかも

しれません。そういう検討はしていきたいと思います。 

【座長】そろそろよろしいでしょうか。では大分時間も過ぎてしまいました。

ありがとうございます。 

 それでは文部科学省の説明者及び説明補助者の方にはここで御退席いただい

て議論したいと思います。 

【文部科学省】どうもありがとうございました。予算要求は非常に厳しくて、

この通りの整備ができるかどうかは予算サイドからもなかなか、頑張りたいと

思いますので、ぜひとも応援していただければと思います。 

【座長】１件確認ですが、公開・非公開の文書、これは予算の区分けがされた
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ところですね。 

【文部科学省】予算に関しましては補助金として防災科学技術研究所にお渡し

した後で防災科学技術研究所が発注をかけざるを得なくなります。その時の予

定価格に関わるところでございますので、その資料については非公開の扱いで

お願いします。 

【座長】９ページということですね。ここだけは非公開ということで了解しま

した。 

（文部科学省 退室） 

 

【座長】時間が押しておりますけれども、引き続きこの資料３にあります論点

に基づいて進めていただくのがよろしいかと思います。今の文部科学省からの

説明及び質疑応答を踏まえまして、それぞれ各論点の項目ごとに御議論いただ

きたいと思います。いかがでございましょうか。 

 まず１番、目標設定の明確化と実用化に向けた手順の具体化について。この

中にも３つぐらい項目があったかと思います。学術的な目的と防災面の目標が

それぞれ明確に示されているかということ。それからプロトタイプの具体的な

内容、それから本運用で想定されているシステムの差異を具体的に示す必要が

あるのではないかという論点。３番目が、これは警報に組み込むまでの体制と

いう意味で一体的に運用するようなシステムの実用化を目指す必要があること

に対してどう考えられているか。この３つぐらいかと思います。それぞれにつ

いて御意見、御議論いただければと思います。いかがでございましょうか。 

 文部科学省からの回答も例えば最初の点についてはページの１、２、３辺り

に書いてあります。２番目の項目については４ページ、５ページ目辺りに書い

てあるかと思います。いかがでございましょうか。 

【委員】全体的な質問でいいですか。タイムスケジュールのことです。我々が

まとめますよね。それが今のお話では予算当局は厳しいと。その予算当局の御

判断に我々のこれが影響するタイムスケジュールでまとまるのでしょうか。 

【事務局】具体的なスケジュールで申し上げれば、今日で一応この検討会は終

わるわけです。ここでの御議論を踏まえて検討会としての取りまとめをさせて

いただいて、それを確認していただく。それをもって１１月２９日に評価専門

調査会を予定しております。そこでその検討会としての取りまとめ結果を基に

評価専調としてどう判断するかという御議論をしていただいて、評価専調とし

て、それで基本的にいいという、というか修正があれば当然その修正が入ると

思いますが、それをもって１２月の今のところは上旬を目途と考えております。

そこの本会議の決定と。そこで正式なものになって、それを実施府省に対して

通知する。当然それは財政当局もそれを基に判断していくという形になってく
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ると思います。 

【座長】よろしいでしょうか。流れとしては今日ここで総合評価の形を御意見

をいただいた上で作って、これは事務局あるいは座長、これは後で申し上げる

方がよろしいかもしれませんが、そこでまとめて１１月２９日の評価専門調査

会の席で座長の方から報告をするという流れになりますので、それをまとめる

上での御議論、御指摘をお願いしたいと思います。 

【委員】この論点整理はとてもよくまとまっていて、私はこういう政府の委員

会では希有な経験をしたのですけれども。ここで皆さんがおっしゃっていたこ

とをきちんとまとめてくださっていいと思います。 

 皆さんの問題意識は共通していると思いますが、場所の妥当性、優位性に関

して言えばグランドプランがないというのが決定的な欠陥だと思います。それ

がないことによってだからやるなというところまでは多分いかないわけです。

ない中で我々の疑問はなぜ東北だけにこんなに多くやるのというところがあり

ます。方向性としては東北沖をそんなにたくさんやらなくてもいいではないか

というのが１つの方向。 

 同じぐらい南海トラフにもやったらいいではないかというのがもう１つの方

向だと思います。論理的に考えれば。南海の地図を見たらば海溝の外側には全

く観測点がない。東北の方は外側にも置くという計画になっています。可能性

としては南海の外にだって同じようなものを置くのが妥当であるというような

意見もあり得ると思うのですけれども、そういうことがここの会で言えるのか

どうかという点はどうなのでしょうか。 

【座長】私が答えるべきかどうかですが。そういう意味で私が質問したのはこ

の参考資料１、２というので地震調査研究推進本部の政策委員会ですが、ここ

でどれぐらい議論されて、そこで決めたのかという質問をしたわけです。結局、

お答えは両方大事であるということで、あちらはＤＯＮＥＴがあるので、しか

もそれも補強してやり、こちらはほとんどないのでこのインライン方式でやり

ますという、どちらも大事ですとこれに書いてあって、それで文部科学省とし

て決められたというお答えだったと思います、お答えとしては。それをどう

我々として考えるかということだと思いますけれども。 

 いかがでしょうか。ここで総合評価の原案を先ほど申し上げましたように作

ります。そこで指摘事項、今日この中で文部科学省から答えていただいた、あ

るいは皆さんの意見でまだこういうところは指摘すべきだということを、いわ

ゆる指摘事項という形で出していくという形になりますので、指摘事項の更な

る確認という形でも結構でございますので御意見をいただければと思います。 

【委員】タイトルなんです。日本海溝海底津波地震観測網の整備ということで

あれば、そのシステム開発ということであれば、きっと先ほどの場所という問
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題以外はすごく良いのではないかと思います。ただ、それを緊急地震速報とい

う防災面に活用するところの記述がすごく混乱をしているというのがあります。 

１点目がいわゆる観測網を作るのだと。それを気象庁に入ってもらって渡すの

だけれども、そのプロトタイプのところには国民自治体にアンケートをすると

いうような書き方。「そうなの？」。というのは社会科学の面からして、それ

はあまりに社会科学を適当に使いすぎでしょう、文部科学省というのが正直な

気持ちです。なので逆にそこは空白区域に観測網がいるではないか。それでも

ちろん意見も聞きながらやりますしというすっぱりした書き方にしていただい

た方が突っ込まれない。 

 それから、御指摘がございましたようにこの研究体制です。それをやるため

の理屈づけをぐっちゃらぐっちゃらしたがゆえにすごく分かりにくくなって、

誰が仕切るのかが全く分からない。研究されるところを外的に仕切る人は明確

ではないのです。そこだけある程度整理してしまって、この研究体制を書き換

えれば私個人としては良いのではないかと思います。 

【座長】今いただいたのは皆さんも思っていらっしゃったこと、大事な意見だ

と思います。そういうことも含めてそれは指摘事項に書いていけるものだと思

います。 

 項目別にと申し上げましたが、時間の制約もあり、どこからでも結構でござ

います。１番についてはそういう話もありました。２番、今の御意見は例えば

効率的な実施体制の構築辺りについての御意見だろうと思います。その中でも

今責任体制がございました。その他に気象庁で実施する上での位置付け、参加

機関として明確に位置付けなさい。これはある程度お答えがあったかと思いま

す。なお、それをしっかりしなさいという指摘としては入れられるかと思いま

す。 

 地方自治体のユーザー、その話につきましても気をつけてうまく書いていけ

ばいいのかなと思います。 

【事務局】事務局の方で若干補足させていただきます。この資料３につきまし

ては今日の文部科学省の回答あるいは説明がない前の段階で作成をしておりま

すので、かなり幅広く論点として整理させていただいております。従いまして

今日の回答なり説明を受けて、これを全て指摘すべき事項として捉えるのか。

そこについてはやはり御議論といいますか、明確にしていただいた方がいいか

と思います。 

 その際に回答は受けたけれどもまだ十分でないといったところ。もう１つは

そういうことをやると言って、それはそれでいいのだけれども今後そこをフォ

ローアップとして確認するがあるといったところは指摘として残しておく。単

純にこういったところが分からなくて、それはそういう説明で分かったという
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ことであれば、そういったところは指摘事項からは外すというのが適切ではな

いか。そういうふうに事務局としては考えております。そういったところで今

申し上げたような方針で取捨選択をしていただくと取りまとめにあたってあり

がたいと考えております。 

【座長】そうですね。どういう形で進めましょうか。１つずつ聞いて、これは

要る要らないでいきましょうか。それもなかなか難しいかな。 

【委員】御提案です。今事務局から説明がありましたけれども、ここに過去の

例が、サンプルがあります、参考資料に。御覧になっていただくと、課題によ

っては明確に指摘事項と書いてある。総合評価の後に、ですからお手元の資料

を開いていただきますと、指摘事項があるのは２番目の例えば「太陽エネルギ

ーシステムフィールドテスト事業」というのが８ページにございます。総合評

価が（１）、その後に指摘事項というのが書いてございます。ここについては

１年後にこの事業をフォローします。その時にきちっと答えていただく必要の

ある事項です、この指摘事項というのは。ですから相当強い意味を持ちます。

更にランクが低いのは特段こういう項目を求めずに、書かずに、例えば留意事

項、留意して進めなさいと。注意事項ですね。そういうことなので、今の事務

局の説明は指摘事項に何を入れるのかということの問い掛けだと御理解いただ

いたらいいかと思います。 

【座長】失礼しました。ありがとうございます。私はその辺完璧に理解できて

いなかったと思います。そういうことでぜひこれはフォローアップも含めて指

摘しておかなければいけないとういう強い事項についてこの中でピックアップ

していただければと思います。 

 それでは４つの点について見ていきたいと思います。１番についてはいかが

でございましょうか。どうでしょうか。今の意味での強い留意すべき点はここ

はあるかと思いますけれども。 

【委員】その前に委員の今の御意見についてコンセンサスをとった方がいいの

ではないかと思うのですが。委員がおっしゃるように整備ということに絞れば

すっきりしますが、本来は社会の役立つような研究にしてもらわないと困るの

で、私はそれですっきりすることを選ぶよりは「緊急津波速報（仮称）」を目

指すというところをきちんとやりなさいという方向の指摘の方がいいと思いま

す。それでよろしいのでしょうか。 

【委員】総合評価の中で御指摘のようなことは当然入れていくことになるのだ

ろうと思いますよ。 

【委員】その点に関して、例えば１番のところの最初のところですが、いわゆ

るこういう基本データを取得する学術的な目的……、言葉が浮かばないのです

が目的を第一義的として、それを社会還元することを目標としながらというよ
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うな表現であれば指摘事項……、どういうスタンスでいくかですが、これをこ

のまま指摘してしまうと多分先ほど私がわりと素直に申し上げたことにそのま

まなってしまいますので、今逆に御指摘いただいたような書きぶりで最初のと

ころを、そこを忘れないでやりなさいよという書きぶりはいかがでしょうか。 

【座長】おっしゃるとおりだと思います。いわゆる先ほど言われた強い意味の

指摘事項ということではないのかなと思いますけれども、そこはいかがでしょ

うか。 

【委員】私も提案させていただくと、指摘事項の例としては先ほど先生も御指

摘になった事業の運営体制です。これは実行するまでにまだ時間もありますし

整理が可能なのですね。ですから、これは明確にちゃんとやりなさいと。１年

後にそうなっているかどうか検証しますと。事後確認ができるケースです。で

すから、こういうのは指摘事項に例になるのかなと思います。御参考までに。 

【座長】ありがとうございました。もう１つ大事なのは先ほどからあそこに置

くということですね。これはどうなのでしょうか。指摘事項なのか、その辺じ

ゃあどうするかという。 

【委員】置く場所は指摘事項、つまりここに置いてしまったら後で言っても間

に合わないわけですね。これはあり得ないですね。ここに置かないであっちに

置きなさい、これは指摘事項ではあり得ない。これはこの全体評価の中で御判

断いただくしかない。 

 それから先ほど委員から御発言のあった南海の方にも入れなさいと。これは

予算の増になりますので計画が変わりますから、これもここにはなじまない話

になります。ですから将来にわたってそういうことを検討していきなさいとい

うような留意事項に書くのは問題ないと思いますけれども。 

【委員】それがいいかどうか私は分かりませんけれども、少なくともグランド

プランが必要だとは思うのですけれども、それは指摘事項になるのですか。だ

って文部科学省が作るものではないものなのですよね。 

【委員】それはちょっと私にも、分かりかねます。どこが作るのかという組織

の、グランドプランを作る責任主体が。 

【事務局】私の理解ではこの推進本部、やはりここがオーソライズするという

ことだろうと理解しています。その事務局は文部科学省ということになってい

ますので、そういった案は文部科学省が作って、地震本部でそれを議論してオ

ーソライズするということではないかと思います。 

【委員】指摘事項に入れることは可能ということですね。 

【事務局】それはどういう言い方をするかというところはあるかと思いますが、

何らかの形でそういったところに対して指摘をするということは可能ではない

かと。いずれにしてもここの場でどこを優先にするかとか、そういった判断、
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議論は多分できないだろうと思いますので、これを進めるにあたって今の計画

をそのままそれは妥当であると判断するのか、それを進めるにあたってはそう

いったところの議論をしながら進めていく必要があるという形で出していくの

か。そういったことではないかと。 

【座長】それは３番の辺りの議論ではなかったかと思います。４番につきまし

ては今、委員からもありましたように指摘事項としてその辺の責任体制という

か、ここはやはりちょっと残っているかなと思うので、指摘事項として書かざ

るを得ないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

【委員】気象庁がおられるので、研究所ですね。先ほど我々がああいう議論を

しているのですけれども実態として受け取る側としてそういう仕組みがあった

方がよりいいのか。オブザーバーとして立場上はなかなか難しいかもしれませ

んけれども感触ぐらい聞かせていただくとありがたい。 

【オブザーバー】少なくとも運営委員会という形の中に気象庁が参画して、計

画の設置計画からシステムの作成に関わるところ、そこには少なくとも気象庁

の意見が反映されるようにはしてもらいたい。それは情報に携わる立場から情

報を出すのに有効でないシステムを作ってもらっても何も意味がないので、そ

れは基本的には必要だと思います。その運営の主体をどこが取るのかというの

は私の立場では分からないので、どういう立場がいいかというのは先ほど課長

も言われていましたようにもう１回議論をするということなので、そこで議論

されたらいいと思います。 

 いずれにしても気象庁は何らかの形でシステムあるいは観測が整備計画に意

見が言えるような立場は作って欲しいということは言えます。 

【座長】それも指摘というよりは、ですからそこは留意してやらなければいけ

ませんよというのは総合評価の中に書けるぐらいの話ではないかと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

【委員】１番の方にまた戻ってしまいますが、防災面で具体的にそれが単なる

研究ではなくて実際に実装されるというロードマップを書くとすれば気象庁が

かなり主体的にここに関与してこないと実現しないのです。そこは運営委員会

だけの議論でいいのか。それとももう少し具体的なスケジュールなり、どうい

う仕組みで気象庁がそれに実装してくるのかとか、その辺の議論が。今できな

くても例えば１年後であればもうちょっとできるのかとか、その辺がもうひと

つ見えない。これだけだとプロトタイプを開発して、うまくいけばどこで使え

るかなというようなレベルで終わりそうな気がして、何となくフワッとしてし

まっています。これは私もよく分からないのですが、それぞれ国の文部科学省

であり気象庁であり予算の体系が違うとかいろいろあるのでしょうけれども、

外から見るとそんなもの私は１つだと思っているので、そこをもう少しきちん
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と書くことができないのかなというのが悶々としているところです。 

【事務局】今御指摘のあったところは資料３の項目の２つ目の２ページ目の上

から６行目辺りの「また」以下というところで書かせていただいたところがま

さしくそういった問題意識であります。そういう意味において今日文部科学省

から説明のあったこの運営委員会の中に気象庁も入って、実施主体に対して気

象庁が関与していく、協力していく、こういう体制だけで十分なのかどうか。

それが十分でないとすればこういう体制だけでなくて、もうちょっと気象庁を

巻き込むといいますか、もうちょっと主体的に気象庁に入ってもらう、そうい

う体制を考えるべきではないか。それは１つの指摘事項としてあり得るのでは

ないかと考えます。 

【座長】確かにおっしゃるとおりで、前回委員からありました「連携と言って

も大体会議をやっておしまいになってしまって」という形ではとてもいかんだ

ろう。先ほども連携と書いてありましたように、それが本当にこの委員会とい

う形だけでいいのか、その辺はこの総合評価の中で書き込むことが必要かなと。 

【事務局】すみません、総合評価と指摘の関係をもう一度参考資料のところで

ご覧いただくといいのですが。総合評価と言っているところについては必要性、

有効性等から見て、この事業を実施することが妥当なのかというところが総合

評価としての取り上げ方になっています。ただ、事業を実施するということは

妥当なのだけれども、こういったところをきちっとやっていかないと、それは

だめだよと。そういうことを前提に妥当と判断するというところが指摘事項に

なるということです。だから、総合評価にはそういった指摘のところはあまり

入っていない。むしろ指摘すべき点はその下のところといいますか、個別の話

として総合評価の後に位置付けられてくる、そういう整理で御理解いただけれ

ばと思います。 

【座長】最初に申し上げた方が良かったのか、これは皆さんの御議論の後で言

う方がいいのかということですが、大元の話として今、事務局のほうからお話

があったように、まず総合評価として一番大事なのは、本研究開発事業を実施

すべき課題と位置付けてよいかというのがあるわけです。これは実施すべき課

題として位置付けるということはよろしいでしょうか。この事業は実施すべき

課題であるという大元の話です。 

【委員】大元はいいと思いますが、規模がこれでいいかというのは私はペンデ

ィングです。 

【座長】あとはそれに対して更に御意見あるいは……。 

【委員】これは文部科学省の立場に立って推測ですが、どうしてプロトタイプ

とかあやふやな表現をしているかというのは、文部科学省も答えていましたよ

うに本来の観測網の整備をして、そのまますぐ地震速報に使えるという業務は
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文部科学省の仕事ではないわけです。ないわけなので学術研究という。従って、

最後のあれもプロトタイプという言い方をして要するに気象庁の職域を侵して

いないということでああいう表現になっているのだろうなというのが私の憶測

です。 

 縦割りの非常に大きな弊害なので、そこをどうやって運営でカバーするかと

いうことで気象庁もなかなか苦しい御説明をしているなという印象ですよね。 

 ですから、私にも意外とプロトタイプと言っている本当の心根は分かるんで

す。あれは気象庁の職員以外には認められませんから。そんなふうに御理解い

ただいたら分かりやすいと思いますよ。 

【委員】でも、そういうことこそここがコメントする意味がありますよね。 

【委員】あるんですよ。 

【委員】文部科学省が言えないことをこっちがこうすべきだと言って。 

【委員】その通りですよ。ですから先ほど文部科学省も言っていましたけれど

も共同事業にすると。例えば指摘事項にですね。そういうやり方はある。やっ

てもよさそうなことを彼はポロッと言ったじゃないですか。ああいうのを取り

上げていく価値というのは。 

【委員】それは結構強いですよね、指摘でそういうふうにしてしまうと。来年、

共同事業になっていなかったらけしからんと言わなければいけないですよね。 

【委員】私、電車の時間がやばくなってきたのですが。目的が学術に重きか防

災が重きかで議論がガラッと変わるので、そこら辺をどう考えるかですね。学

術の立場から言うと全域でやってもらったらどうしてもいいのですが。あるい

は「緊急津波速報（仮称）」というものの技術開発に特化するのであれば、こ

れも大きなものは要らないのです、多分。小さなものであっていいわけです。

その辺の５年なら５年の中で何を目指すかということをこの場で評価でして、

ここでやれというのであればそういうふうに決めた上での総合評価それから指

摘事項ということがあると思います。何もなしでは皆さん釈然としないような

感じになってしまって評価もぼやけてしまう可能性があると思います。もちろ

ん指摘事項でとにかく体制が悪いというのは絶対誰もが認めるところでありま

す。これは別のことですが時間がないので申し上げたいのですが、やはり推本

なりの組織の仕事にちゃんとしたスタイリングを作って衆人環視の下でしっか

り運営せよということを言ってもいいと思うのです。 

【委員】その通りです。これね、事務局、復興予算で出ていると言っていまし

たよね。復興予算で、性格としては。ですから基本は防災対策ですよ。ですが

先ほどから言っていますように所掌の範囲が文部科学省なので、学術と言わざ

るを得ないところがあります。 

【座長】文部科学省が先ほどおっしゃった省割りの話で、学術という予算割り
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でとらないといけないということが裏には当然あるので、ちょっとごちゃごち

ゃしてしまうということですね。 

【委員】学術という意味ですと日本海溝が、私も長期評価等やっていましたが、

南海トラフは次起きる地震の可能性が高い。それはあるモデルに基づいて長期

評価をやっているわけです。それはある意味東北では失敗したのです。それが

学術的には非常に大きな問題で、だから失敗したというか、我々が仮定してい

たモデルが通用しなかったというのが今回の一番のレッスンです。それに対し

て日本海溝は何も分かっていないので、こういうものを置きたいというのが

我々研究者としての一番のモチベーションとしてあります。だから、防災にす

ぐ役に立つというか、そもそも防災というか、我々が考えていたやつが、学術

的な立場が崩れたという意味でこういうのが出てきているとご理解いただけれ

ばいいかと思います。 

【委員】先生、地震研究されている方から見るとそういうふうに思われるかも

しれませんが、今回も学術目的ということでは足りなかったということは事実

です。しかし、これを敷設することによって何が学術上貢献するのですかとい

う学術上の目標、これは今でもはっきりしていないのです。今日の説明でも。

ですから、なかったからあった方がいいというのは研究者としては私も理解で

きますが、少なくとも国民から見るとそれはなかなか、学術上の明確な目標を

立てないとかなり苦しくなると思います。今日の説明でも結局出てこないです

よね。学術的な目標は何なのかと。従来なかったのは事実なのでしょうがない。 

【委員】そこは、私も文部科学省のあれで言うわけではないですが、３、４年

で出せるものというので結局、この「緊急津波速報（仮称）」ということにな

っているのだと思います。 

 これはここで言うことではないですが、これ自体は２０年ぐらいもつので、

その間に出てくるデータは多いと思います。ただ３年４年で出せるものという

とどうしても津波の予測とかそういうことしかないというので出ているのだと

推測しています。 

【委員】ただ国民目線ということになると、例えば災害の後、人々の心がどう

なるのかというと実は次の災害の備えを一番思っているのは東北の人たちです。

そういう意味では東北の人たちに置いていただいたら今からうれしいというお

気持ちがあると思う。どちらかというと東北以外の方たちにどうアピールする

かというところではないでしょうか。今対応がどうなっているのかというお話

もありましたけれども。というところだと思います。 

 事業運営委員会の方で例えば防災に役立つようなところを考えてもらいとい

うのは難しいのですか。この研究体制の方で観測網の整備。というのは防災科

学技術研究所というのはただの受注機関みたいな絵になってしまっていて、研
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究機関なのできっとそうではないと思うのですけれども、その辺りの整理が一

番よく分からないですね。なので、ここからでも修正ということが手続きとし

てあるのであれば修正しないと、指摘となると全然だめですみたいなことを書

いていいのかどうか分かりませんけれども、どうしたらよろしいのでしょうか。 

【座長】今のは体制に関してですか。 

【委員】もう１回例えば提案いただくみたいなことをするのか、それとももう

ここでこれはという、我々の方で案を作って出すのかというのはどちらなので

しょうか。 

【事務局】いずれにしてもこれからどういう体制を組んでいくかということに

なるわけですから、その体制を組むに当たってこうあるべきだということで指

摘をする。それがどう実際になったかということをフォローアップとして確認

をとる、そういうことだろうと思います。 

【座長】書きぶりはもちろんこれからですけれども、全然だめだと書くのでは

なしに、こういう形でやるべきであるというような形で提案というか、指摘と

いうか、そういう形でまとめていくのだろうと思いますけれども。 

【委員】ただ、整備に関しては多分防災科学研究所でやるしかないと思います。

というのは維持費が何億もかかるのを大学とかできません。気象庁でもできな

いです。だから整備に関してはそれで。ただ、システム開発の方は先ほど言っ

た体制がやる必要がある。責任も明確にするということは指摘かなと思います。 

【座長】そこはかなり皆さんの意見は一致したかと思います。あとはいかがで

しょうか。 

【委員】先ほどの例えば気象庁の関与の仕方というのは、チラッと言葉で共同

運営だとか共同整備という話がありました。そういった表現は書き込むことは

可能なのでしょうか。 

【事務局】気象庁と共同事業ということの意味だと思うのです。気象庁として

の予算要求とかそういったことを含めてということであると、今の段階で指摘

したとしてもそれはなかなか難しい。気象庁の予算枠といったところもあるで

しょうから。ただ、実質的に気象庁が相当関与していくといった意味での実態

的に共同事業運営に近い形で進めていくと。そういうことはあり得るのだろう

と思いますが。 

【座長】まさに指摘事項の中でそういうことをしっかり考えた上で構築しなさ

いというような書き方になるのでしょうか。そういう書き方はできるのではな

いかと思います。 

【委員】かなり気象庁が前面に出てこないと実際の具体的な運用のところがど

うしても見えない。曖昧になってしまう。 

【委員】だからそこら辺、私は今いい知恵がないのですが、うまくちゃんと。 
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【委員】その趣旨をお伺いして、かなりの皆さんそう思っておられるので、表

現ぶりは役所の権能とか何かあるじゃないですか。事務局で言葉の使い方とか

何か選んで、後で委員の皆さんに見ていただくようにされたらどうですか。 

【委員】気象庁で予算をとれれば問題ないと思うのです。 

【委員】今できないので、気象庁は。 

【委員】先ほどどなたかロードマップとおっしゃったと思います。ロードマッ

プを作れというのが一番分かりやすい指摘だと思います。それはもちろん「緊

急津波速報（仮称）」の実用化に向けてロードマップを作りなさいというのを

１つの指摘にする。そうすると当然自治体の関与はどうなるかみたいなところ

もロードマップを作るためには必要ですから、それだけでそっちの方も入って

くると思います。 

 だから私が今パッと考えたのは、指摘事項は３つです。いいですか。１はそ

のロードマップを作る。２がグランドプランを作るように文部科学省が働きか

けよ。３が何度も皆さんがおっしゃっている体制の問題です。体制については

先ほどもおっしゃっているように観測網の整備事業と「緊急津波速報（仮

称）」の開発と２つに分けて、そっちの体制についていろいろ皆さんがおっし

ゃりたいことを入れる。以上３つでどうでしょうか。 

【座長】大変貴重な意見をありがとうございました。 

 もしよろしければ今お伺いしたような話、御議論いただいた内容を踏まえま

してこの論点を整理した上、今の例えば３つになるか、その辺も指摘事項とす

るということでよろしいでしょうか。よろしければ、今いただいた意見に沿っ

て加筆なり修正なりという形でまとめていきたいと思います。その書きぶりに

つきましては座長であります私に御一任いただけますでしょうか。事務局と相

談いたしまして作りたいと思います。よろしゅうございますか。どうもありが

とうございました。 

 では、なお評価原案を取りまとめた上で文部科学省に対しましては当然改め

て確認を行い、その際に私から各委員に対して再確認が必要と判断するような

場合には事務局を通じて照会させていただくこともあろうかと思いますので、

ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 最終的な取りまとめ結果につきましては、もちろん各委員に前もってそうさ

せていきますけれども、これをもって１１月２９日に予定されています評価専

門調査会に対して本検討会としての私からの報告をさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、最後に今後の進め方について事務局から補足説明をお願いいたし

ます。 

【事務局】今座長から御説明といいますかお話があったとおりでございます。
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今日いただいた御意見を基にこの論点をベースにしつつ評価原案、この検討会

としての取りまとめ案を座長と御相談して作成させてもらいます。それを委員

の皆様にはご覧いただく。御確認をいただいた上でそれを検討会の案とさせて

いただく。それを評価専調に上げるに当たっては、事実関係の確認を文部科学

省に対して行うプロセスは経たいというふうに考えています。 

 文科省との事実関係のやり取りの中で改めて委員の皆様に確認をとる必要が

あると座長が判断された場合には、その時点で確認をとらせていただきたいと

思っております。それを経た上で２９日の評価専門調査会に座長からこの検討

会としての取りまとめ案を御報告していただく。それと先ほども申し上げまし

たが評価専調での議論を経て総合科学技術会議本会議で１２月上旬なり、もう

ちょっと遅れるかもしれませんが、そこで決定。決定したものをもって総合科

学技術会議の議長名、これは総理大臣になりますが、から文部科学大臣あてに

通知をするという形の手続きを考えております。手続き的には以上でございま

す。 

【座長】ただいまの説明について何か御質問等はございますでしょうか。よろ

しゅうございますか。 

 それでは評価検討会としてはこれで終了させていただきますけれども、各委

員におかれましてはご多忙な時期に大変至急なお願いにも関わりませずお集ま

りいただき、また熱心にご議論をいただきまして誠にありがとうございました。

取りまとめまで御協力いただく点があろうかと思います。その際には引き続き

よろしくご検討をお願いしたいと思います。 

 それではこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

―了― 


